
議案第１６号 

 

   向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正

について 

 

 向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例を制定する。 

 よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

              向日市長 安 田  守    
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条例第  号 

 

   向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

 

向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成９年条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正 現   行 

別表 別表 

種

別 

取扱区分 手数料 

ご

み 

家庭

系 

定期 無料 

臨時 １００リットルまでごとに

２００円 

 

略 
 

種

別 

取扱区分 手数料 

ご

み 

家庭

系 

定期 無料 

臨時 １００リットルまでごとに

２００円 

事業系 １００リットルまでごとに

３００円 

略 
 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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